
日･マレーシアＥＰＡの例：日･マレーシアＥＰＡの例： 日本側譲許表日本側譲許表 （附属書１）（附属書１）
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３．基３．基 準準 税税 率率

関税が毎年均等に引下げ関税が毎年均等に引下げ
られる品目について、引られる品目について、引
下げが開始される基準と下げが開始される基準と
なる税率を表示なる税率を表示

４．区４．区 分分

関税の引下げ・撤廃等関税の引下げ・撤廃等
の区分（方式）を記号での区分（方式）を記号で
表示表示

５．注５．注 釈釈

「４．区分」の記号が示「４．区分」の記号が示
す内容の注釈（補足）をす内容の注釈（補足）を
数字で表示数字で表示



日・マレーシアＥＰＡの例：日・マレーシアＥＰＡの例： 日本側譲許表日本側譲許表 （区分）（区分）

除外品目除外品目関税撤廃等の譲許なし関税撤廃等の譲許なしXX

再交渉品目再交渉品目
協定の発効後、一定期間を経て協定の発効後、一定期間を経て
関税撤廃等を交渉関税撤廃等を交渉

RR

輸出国管理（ＦＡＭＡが発給する証輸出国管理（ＦＡＭＡが発給する証
明書が必要）明書が必要）

対象品目：生鮮バナナ対象品目：生鮮バナナ

関税割当（先着順）関税割当（先着順）

1,0001,000トントン//年度まで無税年度まで無税
QQ

協定の発効日から不均等な関協定の発効日から不均等な関
税を引き下げ、または撤廃税を引き下げ、または撤廃

PP
段階的関税引下げ・撤廃品目段階的関税引下げ・撤廃品目

対象品目：マーガリン、ココア調製品等対象品目：マーガリン、ココア調製品等

初回：協定発効日、次回以降：４月１日初回：協定発効日、次回以降：４月１日

段階的関税引下げ撤廃品目段階的関税引下げ撤廃品目

n n == 5, 6, 7, 9, 10, 155, 6, 7, 9, 10, 15
初回：協定発効日、次回以降：４月１日初回：協定発効日、次回以降：４月１日

協定の発効日から「協定の発効日から「nn+1+1回」の回」の

毎年均等な関税の引下げ。基準毎年均等な関税の引下げ。基準
税率から「税率から「n+1n+1回目」で撤廃回目」で撤廃

BnBn

即時関税撤廃品目即時関税撤廃品目協定の発効日に関税を撤廃協定の発効日に関税を撤廃AA

備備 考考内内 容容表表 ４欄４欄



日・マレーシアＥＰＡの例：日・マレーシアＥＰＡの例： 日本側譲許表日本側譲許表 （注釈）（注釈）

不均等な関税引下げ税率不均等な関税引下げ税率 ⇒⇒ ココア調製品の一部ココア調製品の一部１０１０

不均等な関税引下げ税率不均等な関税引下げ税率 ⇒⇒ ココア調製品の一部ココア調製品の一部９９

不均等な関税引下げ税率不均等な関税引下げ税率 ⇒⇒ ココア・パウダーココア・パウダー８８

不均等な関税引下げ税率不均等な関税引下げ税率 ⇒⇒ ココアペーストの一部ココアペーストの一部７７

不均等な関税引下げ税率不均等な関税引下げ税率 ⇒⇒ ココアペーストの一部ココアペーストの一部６６

再交渉の時期（協定発効後再交渉の時期（協定発効後 ４年目）４年目） ⇒⇒ ソーセージ等の一部ソーセージ等の一部５５

再交渉の時期（協定発効後再交渉の時期（協定発効後 55年目）年目） ⇒⇒ 油脂調製品の一部油脂調製品の一部４４

不均等な関税引下げ税率不均等な関税引下げ税率 ⇒⇒ マーガリンマーガリン３３

関税割当の条件（千トン／年まで無税等）関税割当の条件（千トン／年まで無税等） ⇒⇒ 生鮮バナナ生鮮バナナ２２

再交渉の時期（協定発効後再交渉の時期（協定発効後 ５年毎）５年毎） ⇒⇒ さわら、さわら、たらばがにたらばがに等等１１

内内 容容表表 ５欄５欄


